
徳
島
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

4

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
使
用
料
の
額
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

電
線
、
電
柱
そ
の
他
の
工
作
物
及
び
そ
の
附
属
設
備
で
規
則
で
定
め
る
も
の
の
設
置
の
た
め
に
使
用
す
る
行
政
財
産
の
使
用
料
の
額

規
則
で
定
め
る
額

二

来
庁
者
（
所
用
の
た
め
県
の
庁
舎
を
訪
れ
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
以
外
の
者
が
当
該
庁
舎
の
来
庁
者
駐
車
場
（
来
庁
者
の
た
め
に
県
が
設
置
す
る
駐
車
場
で
あ
つ
て
、
規
則

で
定
め
る
も
の
を
い
う
。）
に
自
動
車
を
駐
車
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額

一
台
一
時
間
に
つ
き
二
百
円

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

5

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
使
用
料
の
額
に
係
る
使
用
時
間
は
、
一
時
間
未
満
の
場
合
は
一
時
間
と
し
、
一
時
間
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
場
合
は
そ
の
端
数
を
一
時
間
と
し
て
計
算
す
る

も
の
と
す
る
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
使
用
料
の
納
付
の
時
期
及
び
方
法
は
、
規
則
で
定
め
る
。

第
七
条
中
「
第
四
条
」
を
「
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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徳
島
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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